
令和３年６月９日

質 疑 回 答 書

１ 公告番号 契約公告第６７号

２ 件  名 令和４年３月導入基幹系パーソナルコンピュータ機器賃貸借及び保守業務

上記につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項 回    答

仕様書５（８）契約解除またはリース

満了時の設置機器等の搬出、解体作業 

について 

① 撤去機器については１箇所に取り纏

め頂けるとの認識でしょうか。取り

纏めされない場合、各設置場所の住

所と設置台数についてご教示くださ

い。 

② データ消去の作業場所は、撤去して

搬出先のリース会社の契約する倉庫

でも宜しいでしょうか。 

③ 消去方法はデータ消去用ソフトウェ

アを使用するとの指示ですが、消去

後に報告書、または証明書の提出は

必要でしょうか。

仕様書３（８）に対する質疑として回答

しますが、撤去機器は１か所に取り纏め

せず、別紙の「設置課一覧」における課

ごとに撤去を想定しています。 

仕様書３（８）中の「甲の指定する作業

場所」として庁舎内を想定しています。

必要です。 



令和３年６月９日

質 疑 回 答 書

１ 公告番号 契約公告第６７号

２ 件  名 令和４年３月導入基幹系パーソナルコンピュータ機器賃貸借及び保守業務

上記につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項 回    答

仕様書 P１,冒頭説明文 

「新規調達パソコンは、令和５年３月

までホストコンピュータ業務を使用す

るため、ホストコンピュータ運用事業

者である富士通Ｊａｐａｎ株式会社

（以下「丙」という。）に作業支援を

依頼する必要がある。丙の作業経費も

本調達に含めることとし、見積取得に

関しては、丙に問合せすることとす

る。」について 

① 富士通Japan株式会社より作業費用

見積を取得の上、入札価格に含める

との認識で宜しいでしょうか。 

② 丙の連絡先については、仕様書１２

Ｐの１０項２ソフトウェア仕様の

【問い合わせ先】で宜しいでしょう

か。 

仕様書 P５ ,３．付帯業務 (2)（ウ）複製

および個別設定作業について

③ 各区役所へ PC を搬入する前に複製

および個別設定作業を全台実施する

必要がありますが、搬入場所および

設定場所は貴市施設内を提供いただ

ける認識で宜しいでしょうか。

お見込のとおりです。

お見込のとおりです。

お見込のとおりです。



令和３年６月９日

質 疑 回 答 書

１ 公告番号 契約公告第６７号

２ 件  名 令和４年３月導入基幹系パーソナルコンピュータ機器賃貸借及び保守業務

上記につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項 回    答

① 仕様書１において満了後の再リース

について前案件は何年間のリース

（再リース含む）でしたか。 

② 仕様書２（４）において提示の資格

以外に（独）情報処理推進機構の「情

報セキュリティ対策ベンチマーク」

を利用した自己評価でも入札参加可

能となる自治体がございますが、当

社が情報処理推進機構に登録の上、

自己評価を行い、同等基準となるベ

ンチマークを入手しておりますの

で、精査願います。 

③ 契約書第３６条において予算の減額

又は削除に伴う解除等について、契

約解除の際は、３項にある甲乙協議

の上で決定とありますが、賃貸借の

場合、契約期間中の解約は残期間の

リース料について、中途解約金とし

て解約月に一括ご請求をさせて頂く

形となりますが、その認識でよろし

いでしょうか。過去に解約金が払わ

れなかった事例はございましたでし

ょうか。 

④ 契約書第３４条において完全な状態

に修理及び取り換えとありますが、

動産総合保険の保険適用額は、残リ

入札説明書１に対する質疑として回答

しますが、入札案件とは別件であるため

回答できません。

入札説明書２（４）に対する質疑として

回答しますが、提示以外の資格について

は関知しません。 

契約書第３６条に基づいて契約解除を

行う場合、残存期間のリース料を支払う

ことができません。リスクを考慮したう

えで、入札金額を決定してください。 

なお、過去に本条項により契約解除を行

った事例はありません。 

修理額が保険適用額を超過した場合、保

険適用額超過分の修理額を支払うこと

ができません。リスクを考慮したうえ

で、入札金額を決定してください 



ース料を限度とする為、修理額が残

リース料を超過した場合、貴市での

費用負担が発生もしくは、納入ディ

ーラーとの保守契約範囲での適応を

要することとなりますことをご了承

頂けますでしょうか。

⑤ 契約書第３１条において、契約不適

合と判明してから１年とあります

が、メーカー保証が納入後１年間の

みとなっている為、納入もしくは、

賃貸借開始日から１年間という認識

でよろしいでしょうか。

第３１条第４項のとおり「契約不適合と

判明」してから１年です。 




